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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本工作機械工業会（JMTBA）

及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり，日本工業標準調査会の審議を経て，厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格であ

る。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣，経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2010 年に第 1 版として発行された ISO 23125 及び Amendment 1（2012）を基に，技術的内

容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

この規格の対応国際規格である ISO 23125 及び Amendment 1（2012）は，欧州機械指令及び関連する欧

州自由貿易連合規制における本質的な安全要求事項に適合する一つの手段を提供する整合規格として準備

された。 

この規格は，JIS B 9700 で定義するタイプ C 規格である。 

この規格が関係する機械及び規定する危険源，危険状態及び危険事象の範囲は，この規格の適用範囲に

規定する。 

なお，この規格で規定していない旋盤に関する危険源については，JIS B 9700 による。 

タイプ C 規格の規定が，タイプ A 又は B 規格と異なる場合は，タイプ C 規格の規定に従って設計及び

製造した機械に対しては，タイプ C 規格の規定がタイプ A 規格又はタイプ B 規格に優先する。 

この規格は，故障に対する抵抗力及び故障状態への対策として EN 954-1 に規定する“カテゴリ”を，JIS 

B 9705-1 に規定する 1 時間中での危険側故障発生確率に関する用語“パフォーマンスレベル”に置き換え

る。“カテゴリ”又は“パフォーマンスレベル”のいずれを採用するかは，この規格の使用者が決定する。 

この規格は，機械の設計者，製造業者，供給者，及び輸入者に対する要求事項を示し，製造業者から使

用者へ提供する参考情報の一覧を含む。 

旋盤の特殊な操作モードである“手動介入加工モード”については，ISO/TC 39/SC 10（工作機械の安全

性）において，今後審議される予定である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，主に切削による部品加工用に設計した次のグループに分類する旋盤及びターニングセンタ

上の危険源の除去又はリスク低減のための要求事項及び／又は方策について規定する。 

グループ 1：数値制御機能をもたない手動旋盤 

グループ 2：簡易数値制御機能をもつ手動旋盤 

グループ 3：数値制御旋盤及びターニングセンタ 

グループ 4：単軸及び多軸自動旋盤 

注記 1 機械グループの詳細は，3.4 を参照。必須及びオプションの運転モードは，3.5 を参照。 

注記 2 この規格の要求事項は，一般に全てのグループの旋盤に適用できる。この要求事項を特定の

グループの旋盤だけに適用する場合は，そのグループを指定する。 


